
 資料Ａ-１  

１ 区政会議の役割（区政への意見反映と評価） 
 

○  平成24 年７月策定の「市政改革プラン」に基づいて、局を補助組織化し大きな権限

を持つようになった区長による区政運営について、施策・事業の立案段階から、その実

績・成果に係る評価の段階まで、区民の意見を聴取しながら実施していくことはますま

す重要となり、区政会議の役割などを全市的な統一基準として条例により定めました。 

区長は区民の意見やニーズをしっかりと把握し、区民に区政運営に参画してもらい、

評価してもらうことが必要であり、区政会議は、これらの取組の中でも基本的な取組と

位置付けられるものです。 

 

 

 

区長が行う施策や事業について、立案段階からその実績や成果の評価の段階に

至るまで参画して意見を述べ、区政への反映を図ることを目的とする行政運営

上の会合として開催 （区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第２条、３条） 

【構成メンバー】  

・地域活動団体から推薦を受けた方・公募による委員など 

※条例第４条 

（港区の定員は 50名：こども青少年部会、福祉部会、 

防災・防犯部会の３部会で構成） 
市会議員は出席し、助言

を行うことができる。 

※条例第 8条 

区 政 会 議 

区政会議意見・評価の把握・施策への反映 

区政に対する意見・ニ

ーズ、評価 

予算、施策・事業等区政の説

明 

区 役 所 

［主に意見を行う事項］ 

・区将来ビジョン・区の予算・区の運営方針 

・区政運営の総合的な評価 など 

 ※条例第５条 


